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商品の購入、契約などについてトラブルが起きたとき、迷ったときなどお気軽にご相談下さい！

もしかして『定期購入』になっていませんか？もしかして『定期購入』になっていませんか？
　ネットやチラシを見て注文する通信販売には、クーリング・オフが適用されません。購入する前に、
表示等をよく確認する必要があります。しかし、定期購入は表示がわかりづらく依然として多くの
相談が寄せられています。

杉並区立消費者センター 検索

相談事例相談事例

　スマホで「初回500円」というダイエットサプリメントのSNS広告を見て、
サイトにアクセスした。2回目以降約4,000円の商品が毎月届く定期購入で、次
回発送日の10日前までに解約の連絡をすれば、いつでも解約できるという条件を
見て申し込んだ。数日後、初回商品が届き、2回目の商品が届く前に解約したいと
思い販売業者に電話するが、混み合っていて繋がらない。

１

２
　「定期縛りなし」のSNS広告を見て育毛剤を注
文した。商品約1,900円はコンビニで支払った。
翌月、身に覚えのない荷物が自宅ポストに届いたの
で受取拒否した。その後決済業者から約15,000
円請求され、2回目の商品だったことが分かった。
定期購入ではなく1回限りの注文だと思っていたの
で、納得できない。

３
　チラシを見て、通常より半額の「拡大鏡」を電話
で注文した。その際「目に良いサプリメントのサン
プルを送る」と言われた。後日届いた請求書には、
拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円
と記載されていた。その後2カ月連続、同じサプリ
メントが届き、請求書には「1年定期」となっていた。
注文した覚えはない。

980円でお得に試せる！
定期縛りなしで安心！

売り切れ
続出！

エンディングノートを考えるエンディングノートを考える

消費生活サポーターコーナー

　「エンディングノート」は、自分に何かあった場合に備えて自分に関する情報を記録するもので、「終活ノート」
とも呼ばれています。公的機関や事業者が提供するもの、市販品など多種多様です。一方で、書こうとしても
手が止まってしまうという声も。今回は、エンディングノートについて、ざっくばらんに考えてみました。

だれのために
何を書く？

●実父は仕事中に倒れ、わずか３週間で他界しました。仕事の処理、車２台の廃車手続き、金融機関の手続
きなど、家族とはいえ情報や事情がわからない中での片付けは、時間も手間もかかりました。その２年後、
実母が突然、交通事故で亡くなりました。残された家族は悲しみの中で戸惑います。手続きで必要なもの
や大事なものの保管場所などは、他の家族にきちんと知らせておきたいと思います。

●高齢の親は字を書くことが難しくなり、日によって言うことが変わるようにもなりました。家族がヒヤリン
グして記録をしておくことが必要だと感じています。「エンディングノートを自分も書くから一緒にどう？」
と親を誘い、時系列で記録にとどめておくとよいという知恵を経験者から受けました。

●記録はお金の管理などを振り返るきっかけとなり、消費者被害を防ぐ一助になるかもしれないと思いました。

　今年に入りエンディングノートの説明を受ける機会がありました。エンディングという言葉から「自分の
死後のこと」と考えていましたが、生きていても自分の意思が伝えられなくなることが起きるかもしれない
という話を聞き、「なるほど」と納得しました。病気や認知症の発覚、突然の事故などは誰にでも起こる可能
性があります。医療や介護、金融機関のことなど、家族も案外知らないことは多いと思います。何等かの形
で自分の情報を記録しておくことは自分と家族のために大事なことだと思いました。

エンディングノートのイメージは？エンディングノートのイメージは？

だれのために書く？だれのために書く？

何を書く？何を書く？

やはり記録があると安心！やはり記録があると安心！

～周りの人に聞いてみた～～周りの人に聞いてみた～

～エンディングノートの講座を受けてみた～～エンディングノートの講座を受けてみた～

～周りの人にアンケートしてみた～～周りの人にアンケートしてみた～

～体験＆エピソード～～体験＆エピソード～

まだ早いかな!?
80歳代になったら
書こうかしら・・・
　　　（60歳代）

自分の死後のこと
についてのノート。
終活の一つですね。
　　　（70歳代）

自分の希望なども書く
遺書のようなもの
だと思います。
　　　　（60歳代）

書いた方がよいと思い
つつ、書き直しが必要
になるかもと思うとな
かなか書けません・・・
　　　 （80歳代）

周囲の人18名に書きたいと思う項目を複数回答してもらいました。

1 自分の個人情報（本籍地、写真を含む）

2 病気のこと（病歴、薬、延命治療、臓器提供などを含む）

3 お墓とその後（遺品整理含む）

4 葬儀

5 保険と年金

6 財産（不動産、金融商品、貴金属など）

7 介護のこと（希望含む）

「誕生日」など
情報を更新する日を

決めています

PC内の資料を
USBに保存して
金庫に入れてます

私は5年に1度、
きちんとした写真を

撮っています



出典：国民生活センター

「最終確認画面」のチェックリスト「最終確認画面」のチェックリスト

□ 定期購入が条件になっていませんか？
　　（「初回特別価格」「〇カ月コース」「定期コース」などと表示されている場合は、
　　特によく確認しましょう。）

□ 継続期間や購入回数が決められていませんか？

□ 支払うことになる総額はいくらですか？

□ 解約の際の連絡手段を確認しましたか？

□ 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」
　 （返品特約）、解約条件を確認しましたか？

未成年者の場合は以下の点も確認してください未成年者の場合は以下の点も確認してください

□ 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意
　 を得てチェックを入れていますか？

□ 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか？

まとめまとめ

　分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間、申込の撤回、
解除に関すること等の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような
表示を行った場合、申込の意思表示を取消できることがあります。契約を取消する
際の証拠となるので、「最終確認画面」の保存をしましょう。
　困ったときは、消費者センターへご相談ください。

 「初回500円」「定期縛りなし」「サンプル」など興味を惹かれる言葉があり
ますが、「最終確認画面」をよく見て確認しましょう。

　杉並区立消費者センターでは、消費生活に関わ
る情報をまとめた「くらしのお助けガイド」を発
行しています。児童館、ゆうゆう館、地域区民セ
ンター、図書館ほかの施設へも配布しています。
杉並区ホームページでもご覧になれます。安心・
安全なくらしのためにご活用ください。

　柔軟仕上げ剤などの香りで頭痛や吐き気
がするという相談が寄せられています。　
自分にとって快適な香りでも、困っている
人もいることをご理解ください。
　香り付き製品の使用に当たっては、周囲
の方にも配慮をしましょう。なお、使用さ
れる場合は、表示の使用量目安なども参考
にしましょう。
　　　　　　　　　　　出典：消費者庁

　ＳＮＳを見ていたら、「スキマ時間で簡単に稼げる副業」という広告が目に留まった。試しに広告
をタップし、メッセージアプリで友だち登録をした。そのアプリ内で、「動画をみてスクリーンショッ
トを送信するだけで数百円の報酬がもらえる」という説明があった。「これなら自分でもできそう」
と思い、申し込んで作業をしたところ、すぐに決済サービスを通じて700円の報酬が支払われた。
　何件か作業をこなした後、「事前に送金が必要だが、もっと高額な報酬を得られる作業がある」と
言われたので、指示された20万円を振り込んで作業をしたところ、操作ミスがあったとして違約金
30万円を請求され、振り込んだ。その後、作業は完了したが、報酬を引き出すためには50万円が
必要と言われた。騙されているのだろうか。

●楽して稼げる仕事はありません
「動画を見るだけ」「“いいね”するだけ」「コピペするだけ」といった、簡単で誰でも稼げるよう
な広告は詐欺の可能性があるので、うのみにしないようにしましょう。
●お金の振込みを求められたら赤信号
お金が支払われるはずの副業で、振込みを要求された場合は詐欺を疑いましょう。「高額報酬を得
るには、事前に送金が必要」「ミスしたから違約金を払って」「報酬を引き出すためには費用がか
かる」など様々な理由で振込みをさせられた挙句、報酬を得られなかったという相談が増加して
います。
●個人情報は教えないで
副業を始める際に、相手から氏名や住所、銀行口座の情報、免許証の写真等の個人情報を求めら
れた場合は、安易に教えないでください。収集した個人情報を悪用する業者も存在します。
●少しでも変だなと思ったら
消費者センターにご相談ください。

消費者へのアドバイス

相 談 事 例

「動画を見るだけ」「“いいね”するだけ」「動画を見るだけ」「“いいね”するだけ」
～ＳＮＳの副業広告に騙されないで！～～ＳＮＳの副業広告に騙されないで！～

こんな相談がありました!!

くらしのお助けガイドくらしのお助けガイド その香りに
困っている人もいます

その香りに
困っている人もいます

杉並区立消費者センター

ほかの
情報も
イロイロ

１８歳から
成人です

クーリング・オフ
通知の書き方

インターネット
トラブルに注意

クレジットカードや
身分証を
失くした時

リフォーム被害に
あわないために

家具などの
不用品を
処分する時

賃貸住宅を
契約する時の
注意点

「困った時に」役に立つ！ ＆ 「困らない」ための

契約は慎重に

消費者の豆知識

利用時の確認利用時の確認

初　回　　   500円(税込)
２回目　　4,000円(税込)
３回目　　4,000円(税込)
４回目　　4,000円(税込)

キャンセル・返品・解約について

注文を確定する

最終確認画面

注文内容の最終確認
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きなど、家族とはいえ情報や事情がわからない中での片付けは、時間も手間もかかりました。その２年後、
実母が突然、交通事故で亡くなりました。残された家族は悲しみの中で戸惑います。手続きで必要なもの
や大事なものの保管場所などは、他の家族にきちんと知らせておきたいと思います。
●高齢の親は字を書くことが難しくなり、日によって言うことが変わるようにもなりました。家族がヒヤリン
グして記録をしておくことが必要だと感じています。「エンディングノートを自分も書くから一緒にどう？」
と親を誘い、時系列で記録にとどめておくとよいという知恵を経験者から受けました。
●記録はお金の管理などを振り返るきっかけとなり、消費者被害を防ぐ一助になるかもしれないと思いました。

　今年に入りエンディングノートの説明を受ける機会がありました。エンディングという言葉から「自分の
死後のこと」と考えていましたが、生きていても自分の意思が伝えられなくなることが起きるかもしれない
という話を聞き、「なるほど」と納得しました。病気や認知症の発覚、突然の事故などは誰にでも起こる可能
性があります。医療や介護、金融機関のことなど、家族も案外知らないことは多いと思います。何等かの形
で自分の情報を記録しておくことは自分と家族のために大事なことだと思いました。

エンディングノートのイメージは？エンディングノートのイメージは？

だれのために書く？だれのために書く？

何を書く？何を書く？

やはり記録があると安心！やはり記録があると安心！

～周りの人に聞いてみた～～周りの人に聞いてみた～

～エンディングノートの講座を受けてみた～～エンディングノートの講座を受けてみた～

～周りの人にアンケートしてみた～～周りの人にアンケートしてみた～

～体験＆エピソード～～体験＆エピソード～

まだ早いかな!?
80歳代になったら
書こうかしら・・・
　　　（60歳代）

自分の死後のこと
についてのノート。
終活の一つですね。
　　　（70歳代）

自分の希望なども書く
遺書のようなもの
だと思います。
　　　　（60歳代）

書いた方がよいと思い
つつ、書き直しが必要
になるかもと思うとな
かなか書けません・・・
　　　 （80歳代）

周囲の人18名に書きたいと思う項目を複数回答してもらいました。

1 自分の個人情報（本籍地、写真を含む）

2 病気のこと（病歴、薬、延命治療、臓器提供などを含む）

3 お墓とその後（遺品整理含む）

4 葬儀

5 保険と年金

6 財産（不動産、金融商品、貴金属など）

7 介護のこと（希望含む）

「誕生日」など
情報を更新する日を

決めています

PC内の資料を
USBに保存して
金庫に入れてます

私は5年に1度、
きちんとした写真を

撮っています


